
「歯科保険診療の研究」2008 年 ４月版正誤表
（2008 年 ６月 ９ 日現在）

頁 訂正箇所 誤 正
P1６ 「歯科再診料」2 の脚注 摘要欄「○月○日 2 回来院」． 摘要欄「１日 2 回来院○回」．
P1６ 「歯科再診料」３ の脚注 摘要欄「○月○日電話再診×　」． 摘要欄「電話再診○回」．
P1６ 「歯科再診料」４ の脚注 摘要欄に「○月○日  2 回来院」と記載

する．
摘要欄に「1日 2 回来院○回」と記載
する．

P３8 「後期高齢者在宅療養口腔機
能管理料」1の ３ 行目

……患者の同意を得て口腔機能の管理
計画を作成し，……

……患者の同意を得て，歯科疾患およ
び口腔機能の管理計画を作成し，……

P３8 「後期高齢者在宅療養口腔機
能管理料」1の脚注

（注意の項の次に挿入） � レセプト
全体のその他欄に「在口管 180」と記
載する．

P３8 「後期高齢者在宅療養口腔機
能管理料（在口管）」1の表
の ６ 行目

……および福祉サービスとの連携調整
を担当する……

……および福祉サービスの連携調整を
担当する……

P３8 「後期高齢者在宅療養口腔機
能管理料（在口管）」2 の 1
～ ３ 行目

２．患者の同意を得て歯科疾患の状況
や口腔機能の評価などを，歯科疾患
および口腔機能の管理計画を作成
し，文書で提供した場合につき１回
に限り算定する．歯科疾患管理料…

２．歯科疾患管理料…

P57 カルテ 5 /1 の 1３ 行目 在口管 PM1:5６ ～ 2:05 在口管
P６0 レセプト全体のその他欄 在口管 180× 1 在口管 180
P75 「う蝕処置」1の脚注 � レセプト

暫間根管充塡または暫間充塡を行った
場合は，……

� レセプト
暫間根管充塡または暫間根管充塡後に
根管充塡を行った場合は，……

P7９ 「根管充塡」３ の脚注 摘要欄「○月○日，暫間根充」
摘要欄「○月○日，暫間充塡」

摘要欄「○月○日，暫間根充」

P100 「抜歯」３ の脚注 摘要欄に抜歯中止の理由「脳貧血のた
め」などを記載する．

摘要欄に「抜歯中止」と記載する．

P101 「歯の再植術」３ ３．カルテおよびレセプト摘要欄に，
…

３．カルテに，…

P10６ カルテ ４/1 および ４/8 の処
方せん

　屯ボルタレン錠 ３Ｔ× 2 回 　屯ボルタレン錠 2Ｔ× 2 回

P107 カルテ ４/1４ の処方せん 　屯フルカムカプセル 27mg1Ｃ× 2 回 　屯ボルタレン錠 2Ｔ× 2 回
P108 レセプト「摘要」欄 8 日　2 度来院 1日 2 回来院 1回
P118 「歯周病安定期治療」３ の 2

行目
……などを記載し文書で提供する． ……などを記載し文書で提供し，写し

をカルテに添付する．
P1３5 レセプト「摘要」欄 1６ 日　歯清（前回 8月） 1６ 日　歯清（前回 ６月）
P1４９ 「接着ブリッジ」の脚注� レ

セプト
……「接着冠」と記載し，摘要欄に支
台歯の部位を記載する．

……「接着冠」と記載する．

P1６1 レセプト「摘要」欄 ４月 1日　暫間充塡 （削除）
P170 カルテ 5/5 脚注 ……製作した ６月，…… ……製作した ４月，……
P17４ 有床義歯管理料 (義管 B) （7 の次に 8 を挿入） ８．2008 年 ３ 月 ３1日以前に装着され

た新製有床義歯で，同一初診中の
2008 年 ４ 月 1日以降に行った義歯
の管理は，義管 B で算定する．

P1９３ カルテ所見 …（３月抜歯）… …（8月抜歯）…
P1９３ カルテ日付 ４/1， ４/8，  ４/15，４/22 ９/1，  ９/8，  ９/15，９/22
P1９３ カルテ ４/1の脚注 11月 1４ 日新製義歯装着 ４月 1４ 日新製義歯装着
P1９４ レセプト「年月分」欄 平成 20 年 ４月分 平成 20 年 ９ 月分
P1９４ レセプト「診療開始日」欄 1９ 年 11月 1日 20 年 ４ 月 1日
P1９４ レセプト「歯冠修復及び欠

損補綴」その他欄
1９ 年 11月 1４ 日 PD set 20 年 ４ 月 1４ 日 PD set

P20３ 在宅療養支援歯科診療所の
施設基準に係る届出書添付
書類

６．保健医療サービス及び福祉サービ
スとの連携担当者

　・体制（管理者・自施設の職員・院
外の事業所等との連携・その他）

６．保健医療サービス及び福祉サービ
スの連携担当者


